
 

 

 

広陵町地域公共交通活性化協議会規約の改正（案） 

 

 

 

１ 改正点 

規約第４条別表を改正する。 

 

２ 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 

 

所 属 団 体 役 職 

省略 省略 

奈良県タクシー協会 専務理事 

省略 省略 

 

所 属 団 体 役 職 

省略 省略 

奈良県タクシー協会 専務理事 

広陵タクシー有限会社 代表取締役 

省略 省略 

 

資料１ 


